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意見公募によって提出いただいた意見及び反映結果 

 

施 策 案 の 名 称 取手市成年後見制度利用促進基本計画（案） 

意 見 募 集 期 間 令和２年１月１５日から令和２年２月１４日まで 

意 見 提 出 者 数      １人 

提 出 意 見 数      ９件 

意 見 項 目 数      ９件 

意 見 提 出 の 内 訳 

直接窓口へ持参     １人９件 

郵     送     該当なし 

フ ァ ク ス     該当なし 

電 子 メ ー ル     該当なし 

意 見 の 反 映 結 果 

Ａ 案に反映させたもの（反映・修正箇所がわかるもの

を添付） 
０件 

Ｂ 意見の趣旨が既に案に盛り込まれているもの ２件 

Ｃ 今後の取り組みにおいて参考にするもの ３件 

Ｄ 案に反映できないもの ０件 

Ｅ その他（感想・賛否のみなど） ４件 

匿 名 等 に よ る 

意 見 提 出 者 数 
該当なし 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています 

※類似の意見に対しては，まとめて市（実施機関）の考え方を掲載したものがある場合は，意見

項目数と一致しません 

※詳細は別紙のとおり 



（書式６） 
 

 

提出された意見と市の考え方 

番号 
該 当 

ページ 
意見 市（実施機関）の考え方 

反映 

区分 

１ １７ 市民後見人の養成を主要施策として入れる

必要はないのか？ 

①成年後見制度の促進については、平成23

年6月6日付け厚生労働省老健局長通知（以

下、局長通知という。）において「市民後

見人事業実施要領」を定め、その中で、

「成年後見制度の諸課題に対応するために

は、弁護士などの専門職後見人がその役割

を担うだけでなく、専門職以外の市民を含

めた後見人（市民後見人）を中心とした支

援体制を構築する必要がある。」と明確に

位置付けている。また、「・・このため市

町村において市民後見人を確保できる体制

を整備・強化し、地域における市民後見人

の活動を推進する事業・取組み支援する。

（予算的措置のことか）」としている。 

※さらに、この中では、後見業務を行える

レベルの体系的な研修プログラムの作成・

実施が求められている。 

②今後の当市における高齢化の進展の中

で、専門職後見人だけではどうしても後見

制度を促進することの困難性が高いことが

予想され、従って、早い段階から地域の中

の市民後見制度の展開が重要となると考え

ます。 

基本計画（案）の１７ページ「中核機

関の業務」の一つとして、「担い手の育

成・法人後見活動の促進」を明記して

います。 

また、基本計画（案）の２７ページの

評価指標として「市民後見人養成及び

ステップアップ研修の開催回数及びそ

の人数」を盛り込んでいます。 

そのため、本市でも重要施策としての

位置づけとして考えていま 

Ｂ 

２ １７ 市民後見人の養成については、主要な行政

施策を実施するうえで常に求められること

であり、あえて、主要施策の項目建てとす

る必要はないのでは？ 

国の調査において、市民後見人の養成

を行っている自治体数は４２１市町村

（２４％程度）です。こうした状況も

含め、評価指標を定め、重要施策とし

て考えています。 

Ｅ 
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３ １５ 社会福祉協議会（成年後見サポートセンタ

ー）との関係も含め良いと思います。可能

であれば、中核機関は関連部署による

「場」ではなく、課題整理も含め半年～１

年あたりの常設の臨時組織を作って対応し

たらどうでしょう。 

国の成年後見制度利用促進基本計画で

は、中核機関は、地域の実情に応じて

複数の機関に役割を分担することも可

能であると明記されています。そのた

め、本市では、取組実績等を踏まえ、

行政と社会福祉協議会による協働設置

とさせていただきます。 

Ｅ 

４ １８ 日常生活自立支援事業を採り上げ、関連づ

けた点は非常に現実的な対応として良いと

思いました。この事業の利用促進を成年後

見制度の利用促進と同程度の位置づけを行

い、この２つを両輪として地域の高齢者等

の権利・財産を守るという視点で進めても

らいたいと思います。 

※この日常生活自立支援制度は、まだまだ

地域に浸透していないような気もします

が、独居高齢者の遠隔地にいる子供等親

族、また、障がい者の方からの理解も得や

すいと思います。 

中核機関の業務の一つとして、「日常生

活自立支援事業等関連制度からのスム

ーズな移行」を基本計画（案）の１８

ページに明記しています。 

成年後見サポートセンターと連携を密

にし、スムーズな移行に取組むことと

しています。 

Ｂ 

５ １７ 中核機関の連絡協議会のメンバーにファイ

ナンシャルプランナー（国家資格）を入れ

ては如何でしょう。 

※利用者の生活プランや不必要と思われる

保険や金融商品等に対する意見聴取など。 

ご意見に関しては、参考とさせていた

だきます。 

Ｃ 
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６ １７ 成年後見サポートセンターとNPO法人との

連携について、現実的視点からもう少し議

論を深めてただきたいと思います。一般論

で恐縮ですが、ボランティアを中心とした

NPO法人の活動は、メンバーの高齢化や後

継者の確保などで厳しい面があると言われ

ています。また、家庭裁判所側の対応につ

いても、NPO法人による後見人については

慎重である点を考慮する必要があります。 

なお、考え方として、新しい成年後見サポ

ートセンターにの業務の中から、実務市民

後見人の養成を委託するという考え方もで

きますが、時間的制約を考えますと、当基

本計画の中では「連携のあり方を今後検討

する」にとどめては如何でしょう 

既にＮＰＯ法人とりで市民後見の会

は、家庭裁判所から単独受任として後

見業務を行い、市民後見人養成講座に

ついては成年後見サポートセンターと

協働して実施しています。 

そのため、市民後見人を養成すること

で、法人後見の担い手の確保という側

面も有することから既存の取組みを進

めていくこととします。 

Ｅ 

７ １７ 成年後見制度自体の普及・啓発活動と、市

民後見人の実務養成研修とは明確に区分し

たうえで取組んで頂きたい。 

特に、実務養成研修については、前述の厚

生労働省の局長通知を踏まえ取組んで頂き

たいと思います。 

ご意見に関しては、参考とさせていた

だきます。 

Ｃ 

８ １７ 今後、成年後見サポートセンターに相当量

のマンパワーが求められることが想定され

ますので、計画的・段階的に進めていただ

きたい。 

ご意見に関しては、参考とさせていた

だきます。 

Ｃ 

９ 該当無 成年後見制度利用促進や日常生活自立支援

利用促進についても、地域の中の住民が隣

人の「見守り」と「気付く」ことから始ま

ると思っています。そうした視点から、自

治会組織、民生委員などと連携による「気

づき」をシステム化することが重要である

と考えます。民生委員に複数の地域内サポ

ーター制度を設け、「気づき」を吸い上げ

る道を作ったらどうでしょうか。（消費者

問題対策とも関連する。） 

現在においても民生委員と地域包括支

援センター等と連携が出来ています。 

今後も既存の仕組みの中で、医療・福

祉専門職と民生委員等の地域住民の連

携強化を図ることとします。 

Ｅ 

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています 


